
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

 

令和６年５月８日 

世田谷区 

 

１ 概要 

（１）契約予定件名 

   ふるさと納税支援業務委託 

（２）目的 

   世田谷区がふるさと納税制度による寄附金の募集について、区内の魅力 

的な返礼品等を充実させつつ、区の取組みを効果的に広報することで強化 

するとともに、ふるさと納税ポータルサイトの一元的な管理・運用やふる 

さと納税に係る寄附情報管理システムを活用し、各種情報の管理、返礼品 

等の発注、必要書類の印刷発行及びふるさと納税ワンストップ特例制度に 

基づく申請の受付等を行うことで、ふるさと納税業務の一層の効率化を図 

ることを目的とする。 

（３）業務内容 

①寄附情報管理システムに関する業務 

②ふるさと納税ポータルサイトの管理運営に関する業務 

③寄附の受付に関する業務 

④返礼品等の発注及び配送管理に関する業務 

⑤書類の発行・発送に関する業務 

⑥ワンストップ特例制度に関する業務 

⑦寄附者対応に関する業務(コールセンター業務) 

⑧プロモーション・ＰＲに関する業務 

⑨返礼品等の開発及び返礼品等提供事業者への対応・支援に関する業務 

⑩返礼品等に係る費用の代理請求及び代理受領並びに事業者への支払に関 

 する業務 

（４）契約期間 

   契約締結日から令和７年３月３１日までとする。 

※業務開始は令和６年１０月１日を予定（変更の可能性あり）。 

※契約締結日から業務開始日までの期間は、引継ぎ及び業務開始に向けた 

準備期間とし、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。 

※良好な履行状況及び予算配当を条件として、単年度ごとに令和８年度ま 

で随意契約を締結する予定がある。 



２ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、以下の項目に該当する単独法人または 

複数法人による共同企業体とする。 

（１）単独法人 

次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

①世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同 

令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当 

しないこと。また、同条第２項による措置を受けていないこと。 

③世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でな 

いこと。 

④都道府県民税・市町村民税又は法人市民税、固定資産税、都市計画税等を 

滞納していないこと。 

⑤一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマー 

ク」または国際規格 ISO／ISE２７００１の評価基準である「情報セキュ 

リティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度認証」を取得（取

得申請中を含む）していること。 

⑥東京都内に本店、支店又は、営業所等を有するものであること。 

⑦令和３年度以降において、他自治体で「世田谷区ふるさと納税支援業務委 

託業務説明書」に掲げる業務内容と類似の業務経験があり、かつ寄附額が 

令和３年度以降のいずれかの年度で５億円以上の実績を有する自治体の 

業務を受託していること。 

（２）複数法人による共同企業体 

次に掲げる要件のすべてを満たす複数法人による共同企業体（以下「ＪＶ」 

という。）とします。なお、ＪＶを構成する者の呼称は、代表構成員、構 

成員とする。 

①代表構成員及び構成員のすべてが前項（１）①～⑤の要件をすべて満たし 

ていること。 

②代表構成員または構成員のうち少なくとも１者が前項（１）⑥及び⑦の要 

件を満たしていること。 

③代表構成員が、本業務全体の統括を担う能力を有すること。 

※単独法人として参加表明書を提出した後は、新たに代表構成員や構成員 

としてＪＶを組成して応募することはできないこととする。 

※ＪＶとして参加表明書を提出した後は、新たにＪＶの構成員を追加した 

り、単独法人として応募したりすることはできないこととする。 

 

 



３ 提案書の提案者を選定するための基準 

  本案件では、提案者の選定を行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準 

  提案書は、以下の内容ごとに採点方式により評価する。 

（１）ふるさと納税制度に対する理解と業務遂行の理念 

（２）業務遂行能力・受託実績 

（３）返礼品等開発・管理能力    

（４）個人情報保護対策 

（５）自社の優位性 

（６）業務に要する経費 

 

５ 手続等 

（１）担当部課 

世田谷区 政策経営部 ふるさと納税対策担当課 

住所 〒154-8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

世田谷区役所東棟４階 

電話 03-5432-2190 ＦＡＸ 03-5432-3047 

 Ｅメールアドレス SEA02210@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間 

令和６年５月８日（水）～令和６年５月２２日（水） 

② 交付方法 

区のホームページからダウンロード 

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び方法 

① 提出期限 

令和６年５月２２日（水）１７時まで必着 

② 提出場所 

上記（１）と同じ。 

③ 提出方法 

郵送 

（４）質疑・回答 

① 質問受付期間 

令和６年５月２４日（金）～令和６年５月３１日（金）１７時まで 

※質問は電子メールで行うこと。 

② 回答予定日 

令和６年６月６日（木） 

mailto:SEA02210@mb.city.setagaya.tokyo.jp


質問内容及び回答書は、参加表明者宛に電子メールで送信する。 

（５）提案書、見積書の提出期限、提出場所及び方法 

   ① 提出期限 

     令和６年６月２１日（金）１７時まで必着 

② 提出場所 

上記（１）と同じ 

③ 提出方法 

郵送 

 

６ その他 

（１） 参加表明書及び提案書の作成並びに提出にかかる費用については、区は  

一切負担しない。 

（２） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（３） 契約保証金  免除 

（４） 契約書作成の要否  要 

（５） 区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める。なお、追加書類の  

提出に係る費用は提案者の負担とする。   

（６） 提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認 

めない。 

（７） 提出された参加表明書及び提案書は返還しない。 

（８） 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は失格とする。 

（９） 提案書の提出後に２の参加資格要件に該当しないこととなった者は、提 

案書審査及び契約交渉の対象としない。 

（10） 契約は区と詳細な仕様の内容について協議を行ったうえで締結するもの 

とする。 

（11） 本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、業務の仕様については、 

選定過程において区が提示した資料及び提案者による提案内容に拘束  

されない。最終的な仕様は、選定された候補者と区とで仕様調整を行 

い、双方の合意により確立するものとする。  

（12） 本件の成果物に関する一切の権利は区に帰属する。また、本件により新 

たに作成された著作物等について、本件の受託者は区の許諾なくして独

占的な権利を設定してはならない。 

（13） 区はこの案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号及び名 

称並びに提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（14） 区との契約では単年度で予定価格２,０００万円を超える業務委託契約

は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。 


